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■ 社協って？？ 

会福祉   議会、略して「社協」と呼ばれています。 

「住み慣れた地域で、家族や友人と一緒に安心して暮らしていきたい。」 

そんな誰もが持つ願いを実現していくために、皆さんや、ボランティア、福祉・保健等の関係者、

行政機関などの協力を得て「福祉のまちづくり」をめざす地域住民を会員とする組織です。 

 

■ 地域福祉活動計画って？？ 

福祉は、誰にとっても他人事ではなく、皆さん一人ひとりの問題です。 

「与えられる福祉」から「つくる福祉」へ、「待つ住民」から「住民主体」へと、皆さんと共に

「福祉のまちづくり」に社協は取り組みます。 

その取り組みの目標と方法を定めたものが、地域福祉活動計画です。 

計画の期間は、 平成 19 年度（2007）～ 23 年度（2011）の 5 ヵ年 です。 
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■ 計画の基本的な考え方 

 

  ● 
 

  

住民の皆さんや役場、福祉関係団体など、みんなで力を合わせ、自分たちが住んでいる町や地域

を暮らしやすくしていく取り組みを、皆さんと一緒に進めます。 

 

  ● 
 

この計画では、皆さんの意見や問題を受け止める仕組みづくりを進めます。 

そして、5 年後には皆さんと一緒に、新しい計画をつくります。 

 

  ● 
 

 社協の事務局職員は町村合併前の平成 16 年度の 18 名から 10 名に減りました。 

 このような中で、福祉のまちづくりを確実に進めるために、社協組織の再編や財源についても

計画に織り込みました。 

 

■ 計 画 の 構 成 

 この計画は、『自分らしく いきいきと暮らせる 支えあいの まちづくり』を 基本理念 とし、

それを実現するために進む方向を 基本目標 （5 本柱）として掲げています。 

 そしてその基本目標を達成するための方策として、 基本計画 （15 計画）を定めました。 

 

 

 

■ 計 画 の 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 本 計 画 

１，ボランティアなどの活動者を育成します 

２，ボランティア活動者や地域の活動団体などを支援します 

３，２の支援を円滑に進めていくための機能を強化します 

４，福祉や活動への理解を深めるための福祉教育を推進します

皆さんと福祉のまちづくりを一緒に進めるた

めに、地域の活動者（ボランティア）を増やすと

共に、活動しやすい環境づくりを進めます。 

19 年度の主な取り組み 抜粋 

学校の福祉教育を応援します 

（五箇中学校での車イス体験）

● ボランティア養成講座の開催 

● 福祉教育支援活動の実施 

● 地域ふれあい助成事業の実施 

 （地域活動とサロン活動への助成）

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 本 計 画 

地域の皆さんや関係機関、団体との協力体制を

今以上に強くしていくための取り組みを進めます

 

 

 

 
 
 
 
 
 

基 本 計 画 

１，総合相談・情報提供体制を整備します 

２，日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）

の利用を促進します 

３，苦情解決制度の周知・活用 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

基 本 計 画 

１，高齢者支援を推進します 

２，障がいのある人への支援を推進します 

３，児童健全育成・子育て支援を推進します 

４，その他の支援を必要とする方への取り組みを

推進します 

皆さんや福祉関係者、団体が別々に活動するの

ではなく、協力しあいながら、福祉のまちづくり

進める体制づくりを進めます。 

19 年度の主な取り組み 抜粋 

● 民生児童委員連絡会議の開催 

● 福祉教育連絡会議の開催 

皆さんと福祉団体などが協力し合いながら、暮らし

やすい地域づくりと「支えあい」の仕組みづくりを進

めます。 

19 年度の主な取り組み 抜粋 

● 介護予防事業「はつらつサロン」の実施 

● おてつだいネットワーク「いろは」の運営 

地域の活動を応援します

ふれあい・いきいきサロン 

「白鳥」（今津地区） 

皆さんの意見を伺います「地域座談会」

 

●福祉サービスを上手に利用するための情報提

供や利用手続 

●公共料金の支払いや年金の受領の確認など、 

日常的なお金の管理  

●通帳や証書など、大切な書類の保管 

このようなお手伝いを行います

日ごろの生活の中で不安のある方が、自立した生

活を送る事ができるようお手伝いします。 

困った時にいつでも相談でき、必要な情報をも

らえ、支援が受けられる体制づくりを進めます。

● 生活福祉資金貸付事業の周知 

● 災害時の福祉救援・ボランティア活動推進事業

の実施 



 

 

 

 

 

 

 

 

基 本 計 画 

１，地域福祉活動計画の遂行管理の徹底と、周知に

関する取り組みを進めます 

２，社協組織の再編に関する取り組みを進めます 

３，財源の確保に関する取り組みを進めます 

社協の体制や財源など、様々な取り組みをしっ

かりと進めるために基盤を整えます。 

19 年度の主な取り組み 抜粋 

赤い羽根共同募金運動（街頭募金）の様子

● 社協組織の再編 

● 地区座談会（活動計画の説明）の実施 

● 赤い羽根・歳末たすけあい募金の一本化 

● 会費・募金の使途内容の周知  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高等学校、大学などへの入学及
 

び修学に必要な費用の貸付が利用
 

できます。 
 

●返済期間 ／ 卒業後 20 年以内
 

住民同士の支え合いを基盤と

る助け合いサービスです。 す      
《利用会員》 高齢者世帯、障がい者世帯

●貸付利子 ／ 無利子 
 

※貸付には、所得 

制限があります。 

等で、担い手が居ない方       
《協力会員》 どなたでも OK 

 

詳しくは問い 

合わせ下さい 

悩みや困り事、お気軽にご相談

下さい。 

専門相談窓口や機関への照会、

橋渡しもいたします。 

一人で悩まずお早めにご利用

下さい。 

 

 
 ● 社協の詳しい事業内容や福祉活動計画等の情報

は社協ホームページで閲覧できます。 

  パソコンをお持ちの方は、ぜひ一度お立ち寄り

下さい。 

 
 ※ 「隠岐の島町社会福祉協議会」と検索

してみて下さい。すぐに見つかります。 
 
 

〒685‐0027 隠岐の島町原田 396 番地 

隠岐の島町社会福祉センター内 

 
 
 
 

● 福祉の制度やサービスについてわからないこと 
 

● 毎日の生活でお困りのこと 

 
 

 

● 地域での福祉活動・ボランティア活動に関する 

こと… など 


